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★事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）

１　現状把握の部（DO、PLAN）
(1) 事務事業の目的と指標
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生活機能の程度がわかる。
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65歳以上の第1号被保険者（要介護認定者は除く）に対する生活機能評価健診を行う。
老人保健法に代わり、平成20年4月1日から施行の高齢者の医療の確保に関する法律により実施が義務付けられた。
介護保険法が改正された平成18年から実施している介護予防のための施策として、生活機能評価を実施してきたが、新たな
法の施行により生活機能評価のための健診体制も変わることとなった。

①要介護認定を受けていない第1号被保険者全員に基本チェックリストを送付し回収する。②回収した基本チェックリストから
特定高齢者候補者を選定し必須項目の健診受診券を送付する。

【主な予算費目】 需用費・役務費・委託料

【業務の流れ】

【事業の内容】
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要介護認定を受けていない第1号被保険者に生活機能評価健診を行う。

生活機能評価により、特定高齢者数を把握でき、今後の各種事業施策に繋がるため。
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【意見や要望】

関係者（住民、議
会、事業対象者、利
害関係者等）からど
んな意見や要望が
寄せられているか？

(単位) (単位)

① 手段（主な活動）　21年度実績（21年度に行った主な活動）（DO） ･
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21年と同様

６５歳以上の市民（要介護者を除く）全員に基本チェックリストを実施した際、「自分は元気であるので、チェックリストに答える
必要があるのか？」など意見がよせられた。

－１枚目－



２　評価の部（SEE）

 達成した 　  達成しなかった ⇒【原因】

 目標達成見込みあり ⇒【理由】  目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】

 向上余地がある ⇒【理由】  向上余地がない ⇒【理由】

 他に手段がある  他に手段がない ⇒【理由】

 統廃合・連携ができる ⇒【理由】

 統廃合・連携ができない ⇒【理由】

 削減余地がある ⇒【理由】  削減余地がない ⇒【理由】

 削減余地がある ⇒【理由】  削減余地がない ⇒【理由】

 見直し余地がある ⇒【理由】  公平・公正である ⇒【理由】

 見直し余地がある ⇒【理由】  役割分担は適正である ⇒【理由】

４　今後の方向性（事務事業担当課案）(PLAN)
(１) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可

廃止 休止 目的再設定 事業統廃合・連携 事業のやり方改善（有効性改善）　

事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(３) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

住民にとって、生活機能健診と特定健診あるいは後期高齢者健診が別々に実施となると不便
である。また、問診・計測・診察といった同一のものを何回も行うことになり金銭的にも効率性が
悪い。同一日実施することにより、健診受診者・率の向上を図っている。

（具体的な手段，事務事業）

効
率
性
評
価

⑥人件費（延べ業務時間）の削減
余地

成果を下げずに事業費を削減できないか？（仕
様や工法の適正化、住民の協力など）

必要最小限の職員で行っている。

＊原則は２１年度の事後評価、ただし複数年度事業は２１年度実績を踏まえての途中評価

⑤事業費の削減余地

合志市

成
果

現在、特定健診システム・介護保険システム・包括支援センターシステムのそれぞれが別システムであるため、個人情報の共有
や連携など事業運営するうえで支障がでてきている。

○

事務事業名 生活機能評価健診事業 所属部 健康福祉部

(２) 改革・改善による期待成果

事務事業の本年度目標値に対して本年度の
見込みはついているか？

やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？
成果を下げずにより正職員以外の職員や委託でで
きないか？（アウトソーシングなど）

②22年度目標達成見込み

所属課

事務事業の前年度実績は前年度目標値を
達成したか、未達成の場合その原因は？

健診によりいち早く予防事業が取り組め、介護給付費や医療費の削減を図ることに繋がった。

システムを改修し、個人宛に郵送していたチェックリストを世帯毎に郵送し経費の削減を行っ
た。

コスト

高齢者支援課

有
効
性
評
価

①21年度目標達成度評価

目的を達成するには，この事務事業以外他
に方法はないか？類似事業との統廃合がで
きるか？類似事業との連携を図ることにより、
成果の向上が期待できるか？

④類似事業との統廃合・連携の可
能性

③成果の向上余地

次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる
余地はあるか？成果が頭打ちになってないか

維持

低下

目
標
達
成
度
評
価

（廃止・休止の場合は記入不要）

特定高齢者を把握することで、より適切な対象者に対して通所事業など効果的な事業運営につながった。

３　評価結果の総括（ＳＥＥ）　※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

公
平
性
評
価

通年事業であるため、達成は可能である。

向上

維持 増加削減

役
割
分
担
評
価

⑧行政の役割分担の適正化

法に基づくものであり適正である。
事務事業のやり方や手段においてこれまでの
行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体
に移行出来ないか？

法に基づくものであり公平・公正である。

類似事業がない

⑦受益機会・費用負担の適正化
余地
事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公
平ではないか？受益者負担が公平・公正になっ
ているか？

－２枚目－


